
サービス管理責任者等の研修
及び経過措置について

令和８年３月
青森県健康医療福祉部障がい福祉課

※サービス管理責任者等：サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

資料９
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①旧体系（H31.3以前）の研修受講済みの者について
・令和５年度末（令和６年３月３１日）までに更新研修を修了できなかった場合は、令和６年４月１日以降は実践研修修了証の交付を受けるまでサービス管理責
任者等としての業務はできません（サービス管理責任者等欠如）。

・サービス管理責任者等が欠如した場合は、その翌々月から欠如解消されるに至った月までサービス管理責任者等欠如減算となりますので御留意ください。

② 基礎研修受講時点で実務要件を満たしていた者について

R元～R3年度の基礎研修受講者に限ります。
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令和5年度末までに
サービス管理責任者等
更新研修受講

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（R５年度末まで）は、更新研修受講前でも
引き続きサービス管理責任者等として業務可能

～R6.3.31
令和６年度（令和６年４月１日）以降もサービス管理責任
者等に従事するには更新研修又は実践研修を修了して
いること。

令和５年度末までに更新研修を修了できなかった場合は
実践研修からの受講となります。

※更新研修は５年毎に受講
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＜実務経験＞下記のうちどれか
・相談支援業務５年以上
・直接支援業務８年以上
・有資格者は３年以上

基礎研修受講時点で実務要件を満た
している場合は、基礎研修修了者とな
った日から３年間は、実践研修を受講
していなくても、サービス管理責任者等
とみなす。

基礎研修終了後３年間で２年以上の実務
→通算２年かつ業務に従事した日数３６０
日（１８０日×２年）以上をいう。
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例えば、令和３年１１月１３日に
基礎研修を修了した場合、令
和６年１１月１２日までに実践研
修を修了していないと、令和６
年１１月１３日以降は実践研修
を修了するまでサービス管理
責任者等の従事は不可となり
ます。サービス管理責任者等
が欠如した場合は、その翌々
月から欠如解消されるに至った
月までサービス管理責任者等
欠如減算となりますので御留意
ください。

実践研修修了日
の属する年度の
翌年度を初年度
とし、５年度目の
末日(3月31日)ま
でに更新研修を
受講 2



③基礎研修受講時点で実務要件を満たしていなかった者について

④ Ｒ４年度以降の基礎研修修了者について

（基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者も含む。）
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＜実務経験＞下記のうちどれか
・相談支援業務３年以上
・直接支援業務６年以上
・有資格者の場合は１年以上
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基礎研修終了後２年以上の実務
→通算２年かつ業務に従事した日数３６０
日（１８０日×２年）以上をいう。
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※更新研修は５年毎に受講

実践研修修了日
の属する年度の
翌年度を初年度
とし、５年度目の
末日(3月31日)ま
でに更新研修を
受講

＊既にサービス管理責任者等が1名配
置されている場合は、2人目のサービ
ス管理責任者等として配置可能。1人
目としての配置は不可。
＊個別支援計画原案の作成は可能。

更新研修を修了できなかった
場合は再度実践研修の受講と
なります。再度の実践研修の課
程を修了した旨の証明書の交
付を受けた日に実践研修修了
者となります。

5年度目の末日までに更新研修
を修了できなかった場合は、再
度の実践研修修了の証明書の
交付を受けるまでサービス管理
責任者等の業務に従事できま
せん。

※配置に関する実務経験要件
を満たす予定の日の2年前から
基礎研修の受講が可能

平成30年度までに改正前の告示に定めるサービス管理責任者等研修を修了しているが、相談支援従事者初任者研修（講義部分）を受講していな
い場合、双方の研修を修了した時点が基準となる。

◆令和元～3年度に相談支援従事者初任者研修（講義部分）を修了した場合
経過措置により、実践研修を修了していなくても、相談支援従事者初任者研修（講義部分）を修了した日から3年間はサビ管等として

配置が可能。
◆令和4年度以降に相談支援従事者初任者研修（講義部分）を修了した場合

経過措置は適用されないため、通常どおり、2年以上の実務経験を満たした上で、実践研修を受講することでサビ管等として配置が可能。 3



【実践研修までのOJT期間を「6か月以上」とすることができる要件について（R5.6月改正）】
※以下で出てくる「QA」とはR5.3.31付け厚生労働省事務連絡によるQ＆Aを指す。

以下の要件（１）～（３）を全て満たす者が、OJT期間を「6か月以上」とすることができる。（QA問４）
※一部でも満たさない要件があれば、通常どおりOJT期間は「2年以上」となる。

（１）基礎研修の受講時に既にサービス管理責任者等の実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務3～8年※ 別添１）
を満たしている者。

※基礎研修受講時に実務経験要件を満たしていない者は通常どおり2年以上のOJTが必要。

（２）障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画（原案）作成業務に6か月以上従事する者。
（下記ア、イ、ウのいずれか）

ア 「2人目のサービス管理責任者等」や「相談支援・直接支援業務に従事する従業者」のうち、
サービス管理責任者等のもとで個別支援計画の原案の作成までの業務【※Ⓐ・Ⓑ・©】に従事する場合。

イ やむを得ない事由が認められた事業所（※やむを得ない事由に該当するかは事前に県へ要相談）において
配置されたみなしのサービス管理責任者等であって、基礎研修修了者（＊）が、個別支援計画の作成の一連の業務
【※Ⓐ～Ⓔ全て】に従事する場合。

ウ 令和3年度末（令和4年3月末）までに基礎研修修了者（＊）（基礎研修受講時点で実務要件を満たしていた者に
限る）であるサービス管理責任者等であって、個別支援計画作成の一連の業務【※ Ⓐ～Ⓔ全て】に従事する場合。

※実践研修受講までのOJT期間の起算日（2年以上又は6か月以上の期間の開始日）は、「サービス管理責任者等
基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修の講義部分」の双方を修了（＝ （＊）基礎研修修了者）し、
修了証の交付を受けた時点から起算可能となる。（QA問３） 4



（３）要件（２）に従事することについて、指定権者に届出を行っていること。
◆（２）ア及びイの場合に必要な届出様式は以下のとおり。

（中核市所管の事業所については各中核市に問い合わせること。）
・様式第2号
・第8号様式
・勤務形態一覧表（様式第5号別紙2）（「職種」欄等に2人目のサビ管である旨を明記）
・経歴書（参考様式３）
・相談支援従事者初任者研修の講義部分の受講証明書（写）
・サービス管理責任者等基礎研修修了証（写）
・資格証（写）（※実務要件に係る国家資格等を有している場合のみ）
・実務経験証明書（参考様式４）（写）（※基礎研修受講時点で、サービス管理責任者等の実務要件 別添１

を満たしていることが分かるもの。）
※様式第２号、第８号様式、勤務形態一覧表（様式第5号別紙2）、経歴書（参考様3）には、2人目のサービス管理
 責任者等として個別支援計画（原案）の作成までの一連の業務を行う旨を明記すること。

◆（２）ウの場合に必要な届出様式は、サービス管理責任者等の変更に係る届出様式（集団指導資料「各種申請・届出
（指定・変更等）に当たっての留意事項について」を参照。）
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具体的な個別支援計画作成業務とは？（QA問４）

・前述（２）「ア」の場合、下記Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ（個別支援計画の原案の作成まで）の業務に従事する者
・前述（２）「イ」、「ウ」の場合、下記ⒶからⒺ全ての業務に従事する者

※十分な実施を担保する観点から、OJTの業務は少なくとも概ね計１０回以上行うことを基本とする。（QA問５）

利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
（基準省令第５８条第２・３項等）Ⓐ

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
（基準省令第５８条第４項等）Ⓑ

個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。（基準省令第５８
条第５項等、解釈通知第四の３（７）２ア等）
※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催す
る上記会議に参画すること。

Ⓒ

上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画
を利用者に交付する。
（基準省令第５８条第６項等、解釈通知第四の３（７）２イ、ウ等）

Ⓓ

定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント（モニタリング）を行い、
少なくとも６月に１回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。Ⓔ

前述
（２）イ及びウ

前述
（２）ア
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個別支援計画の作成の業務に従事する
旨を事前届出

研修終了要件

実務経験Ⓑ

相談支援業務
又は

直接支援業務
3～8年

実務経験要件

配置要件（原則）

実務経験Ⓐ（OJT)
（相談支援業務又は直接支援業務）

（2年以上）

実践研修
（14.5h）
修了

配置要件（例外）

要件③

基礎研修
（26h）
修了

実務経験Ⓐ（OJT)
（個別支援計画作成）
（6月以上）【新規】

（具体的な業務内容）
利用者へ面接の上アセスメントを実施、個
別支援計画の原案を作成、サービス管理責
任者等が開催する個別支援会議への参加等
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て
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置
可

（
5
年
毎
に
要
更
新
）

基礎研修
（26h）
修了

要件②

実務経験Ⓑ

相談支援業務
又は

直接支援業務
3～8年

原
則

新
要
件
（
例
外
）

基礎研修受講時
に既に左記実務
経験要件

（3年～8年）を
見たしている者
に限り選択可能

要件①

実践研修
（14.5h）
修了
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【やむを得ない事由による措置について（R5.6月改正）】
※以下で出てくる「QA」とはR5.3.31付け厚生労働省事務連絡によるQ＆Aを指す。

≪注意≫やむを得ない事由に該当するかは事前に指定権者（県）へ問い合わせてください。
（※）「やむを得ない事由」とは、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、

かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である。（法人内の人事異動等で予見できるもの
は該当しない。）

【従来】
・やむを得ない事由（※）によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、サービス管理責任者等が欠いた日から

１年間は、実務経験 別添１ を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置が可能。

【改正】（みなし配置期間の延⾧）
・上記に加え、以下の要件①～③のいずれも満たす者は、最⾧でサービス管理責任者等が欠いた日から２年間まで、

みなし配置が可能。

①実務経験要件 別添１ を満たしている。（従来と同じ）
②サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者（サビ管基礎研修・相談支援従事者初任者研修

（講義部分）の両方修了）となっている。
③サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている。

※上記全てを満たす者以外は、期間の延⾧の対象外。（従来どおり、サビ管が欠如した日から１年間） 9



※届出様式については、中核市所管の事業所は各中核市に問い合わせること。

◆やむを得ない事由によるサービス管理責任者等のみなし配置に係る必要な届出様式は以下のとおり。
・様式第2号
・第8号様式
・勤務形態一覧表（様式第5号別紙2）
・経歴書（参考様式３）
・資格証（写）（※実務要件に係る国家資格等を有している場合のみ）
・実務経験証明書（参考様式４）（写）（※サービス管理責任者等の実務要件 別添１ を満たしていることが

分かるもの。）

◆みなし配置期間を2年間とする場合には、上記に加え、以下書類を提出すること。
・相談支援従事者初任者研修の講義部分の受講証明書（写）
・サービス管理責任者等基礎研修修了証（写）
・サービス管理責任者等の欠如以前から、当該事業所に配置されていることがわかる書類（実務経験証明書等）

サービス管理責任者等欠如以前に修了済であることがわかるもの
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実務経験Ⓑ

相談支援業務
又は

直接支援業務
3～8年

実務経験Ⓑ

相談支援業務
又は

直接支援業務
3～8年

従
前
の
取
扱
い

新
要
件

基礎研修
（26h）
修了

当該事業所に配
置されている者

期間経過後、継続して
サービス管理責任者等と
して配置するには、配置
要件における研修修了要
件（実践研修まで修了）
を満たす必要あり

サービス管理責任者等
欠如以前に

※サービス管理責任者等の配置要
件である研修が未修了でも、左記
実務経験があればみなし配置可

やむを得ない事由による人員の欠如時以降、
1年間サービス管理責任者等とみなして従事可能

実践研修修了時まで
（最⾧で欠如時
以降２年間）

サービス管理責任者等
とみなして従事可能

【新規】

11



12



13



14


